
●会計別補正予算額●

会 計 名 補正額 補正後予算額

一般会計

一般会計補正予算（第７号） 1,557,620  76,435,858

特別会計

国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 債務負担行為のみ

介護保険特別会計補正予算（第３号） 522,017 13,621,629

公営企業会計

水道事業会計補正予算（第３号） 債務負担行為のみ

（単位：千円）

１

令和７年１１月補正予算
令和７年度一般会計補正予算（第７号）等の概要



２

●主要事業●

該当事業 所管課 補正予算額 予算書

関係施設等における低濃度ＰＣＢの適正処分に向けた経費

▷概 要 ①低濃度ＰＣＢの適正処分に向けたコンデンサー交換工事を行う。
②低濃度ＰＣＢ含有可能性のある小・中学校の理科用備品の含有調査を行
う。

▷対象施設等 ①・久喜総合文化会館、菖蒲文化会館、栗橋文化会館
・久喜中央コミュニティセンター
・総合運動公園、栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
・ふれあいセンター久喜
・労働会館

②栢間小学校、栗橋小学校、久喜南中学校、鷲宮西中学校

※2 歳出予算補正額5,451千円と令和７年度から令和８年度までを期間とする債務負担
行為の限度額16,447千円の合計額

市民生活課
スポーツ振興課

社会福祉課（ふれあ
いセンター久喜）

商工観光課
教育総務課

5,451

左記に係る
補正予算額

21,898 ※2

P7,9,
11,16,
34,44,
48,50

（単位：千円）

該当事業 所管課 補正予算額 予算書

本庁舎管理事業

▷概 要 外壁全面打診検査の結果を踏まえ、タイルの浮き等を修繕する外壁改修工事
に係る設計を行う。また、建築基準法第１２条に基づく点検において是正が
必要とされた防火シャッターの改修工事を行う。

※1 歳出予算補正額7,230千円と令和７年度から令和８年度までを期間とする債務負担
行為の限度額14,090千円の合計額

管財課

7,230

左記に係る
補正予算額

21,320 ※1

P6,34

１ 公共施設の適切な維持管理

（単位：千円）



３

●主要事業●

２ マイナンバーカードの新規及び更新申請の増加への対応

該当事業 所管課 補正予算額 予算書

個人番号通知書・個人番号カード交付事業

▷概 要 マイナンバーカードの新規及び更新申請件数の増加に対応するため、市内の
全ての郵便局（11局）に申請支援業務を委託する。

▷対 象 マイナンバーカードを新規に交付申請する方及び既に取得済で更新時期を迎
え、更新申請が必要な方。

市民課（総合窓口） 2,373 P36

（単位：千円）

該当事業 所管課 補正予算額 予算書

小学校維持管理事業

▷概 要 老朽化した自家用電気工作物の改修工事を行う。なお、低濃度ＰＣＢの含有
可能性がある１０校を先行して行うもの。

▷対 象 久喜小、青葉小、青毛小、久喜東小、江面小、小林小、三箇小、栢間小、
菖蒲東小、旧上内小

※3 歳出予算補正額303,950千円と令和７年度から令和８年度までを期間とする債務負
担行為の限度額461,183千円の合計額

学校施設課

293,718
（当該内容に
かかる補正予

算額303,950）

左記に係る
補正予算額

765,133 ※3

P18,19
,46

（単位：千円）



４

●主要事業●

該当事業 所管課 補正予算額 予算書

学校給食運営事業

▷概 要 給食米の価格高騰に伴い、公費負担額を引き上げ、学校給食の質の確保と保
護者負担の軽減を図る。

▷事業期間 令和７年１１月から令和８年３月まで

※4 令和7年11月からの米価の高騰に伴い、小学校で5円、中学校で8円の上昇分を公費
負担で対応するもの。児童生徒数の実状を踏まえ、現計予算の範囲内での執行が可
能と見込めることから、歳出予算の補正額の計上はなし。

学校給食課
0 ※4

P50

３ 給食米の価格高騰に伴う学校給食費の公費負担

（単位：千円）


